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１ 業務概要 

 ⑴ 業務名 

   武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託 

 ⑵ 業務内容 

   別紙、武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）

のとおり 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結日の翌日から令和１０年３月３１日まで 

 

２ 予算 

 ⑴ 見積限度額（契約締結日の翌日から令和１０年３月３１日までの総額） 

   ３，４３６千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 ⑵ 内訳 

   令和８年度   １，３４６千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   令和９年度   ２，０９０千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※ 上記の金額内で提案すること。 

 

３ スケジュール 

年月 内容 備考 

令和８年 

４月３０日（木） 

案件の公示、説明図書配付 市ホームページ 

５月 １日（金） 

から 

５月１８日（月） 

まで 

参加申込書受付 窓口への持参又は郵送 

５月２１日（木） １次審査結果通知 電子メール 

５月 １日（金） 

から 

５月１８日（月） 

まで 

質問書受付 質問書の受付は、電子メー

ルにより行う。 

５月２１日（木） 

 

回答期限 質問書への回答は市ホーム

ページ上で行う。 

５月２２日（金） 

から 

６月１２日（金） 

まで 

企画提案書等受付 窓口への持参又は郵送 
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６月１８日（木） 

から 

６月２２日（月）

まで 

２次審査(プロポーザル審査) プレゼンテーション及び質

疑応答による。 

６月下旬 プロポーザル審査結果通知 電子メール 

７月下旬 契約締結  

 

４ 実施形式 

  公募型プロポーザル方式による。 

 

５ 参加資格 

  本プロポーザルに参加することができる者は、本事業に参加する意欲があり、当該業務

に関して必要な知識及び技術を備えるとともに、次に掲げる要件を満たす者とする。 

 ⑴ 東京電子自治体共同運営電子調達サービスによる本市の物品買入れ等競争入札参加

資格を有していること。 

 ⑵ 武蔵村山市競争入札参加資格者指名停止措置要綱（昭和５１年５月１５日市長決裁）

による指名停止を受けていないこと。 

 ⑶ 武蔵村山市契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年武蔵村山市訓令（甲）第

７号）第３条第１項の入札参加除外措置を受けていないこと。 

 ⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

 ⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号及び同条第

２項各号のいずれにも該当しないこと。 

 ⑹ 競争入札参加資格審査申請において、提出した書類の記載事項に虚偽がないこと。 

 ⑺ 本業務に関する十分な実績及び能力を有し、かつ、実施できること（令和８年４月１

日を基準日として、直近５年以内に地方公共団体において人材育成基本方針策定支援

業務及びエンゲージメント調査業務に類する実績を有していること。）。 

    

６ 募集方法 

  プロポーザルの実施について市ホームページ上で公示し、同時に実施要領、参加申込書、

仕様書等の配布を行う。 

 

７ 参加申込方法 

 ⑴ 本プロポーザルへの参加を希望する事業者は、次に掲げる書類を提出すること。 

  ア 参加申込書（第１号様式） １部 

   ※ 実印（使用印の登録がある場合は使用印）を押印すること。 



- 3 - 

 

  イ 東京電子自治体共同運営電子調達サービスによる当市の物品買入れ等競争入札参

加資格審査受付票の写し １部 

  ウ 印鑑証明書 １部 

  エ 業務実績書（第２号様式） １部 

    ※人材育成基本方針策定支援業務ついては、公表が可能な場合のみ支援後に策定

された人材育成基本方針を見本として添付すること。 

 

 ⑵ 提出期限 

   令和８年５月１８日（月）午後５時 

 ⑶ 提出方法 

   持参又は郵送（郵送の場合は、配達や受取日時が証明できる方法に限り、提出期限ま

でに必着のこと。） 

 ⑷ 提出先 

   総務部職員課人材育成係（所在地等は、「１７ 事務局」に記載） 

 

８ 一次審査（参加資格審査） 

  参加申込時の提出書類を基に参加資格の有無について審査し、申込事業者全員に対し、

参加資格審査結果通知書（第３号様式）を令和８年５月２１日（木）午後５時頃までに電

子メールにより通知する。 

  なお、審査結果に係る電話等での問合せには応じない。 

  また、結果に対して異議を申し立てることはできないものとするが、参加資格を満たし

ていない旨の通知を受けた事業者は、令和８年５月２２日（金）から２９日（金）までの

期間において、その理由について説明を求めることができる。 

 

９ 質問の受付及び回答 

  一次審査において、参加資格を有することを確認された事業者のみが回答の対象とな

る（参加資格を有しない者の質問には回答しない。）。 

 ⑴ 質問書及び質問内容 

   企画提案に当たり質問があるときは、⑵の期間内に⑶の方法により質問すること。な

お、質問は、実施要領及び仕様書の内容、企画提案書の記載事項並びにプロポーザル手

続に関するものに限る。 

 ⑵ 受付期間 

   令和８年５月１日（金）から令和８年５月１８日（月）午後５時まで 

 ⑶ 質問方法 

   質問事項を記載した質問書（第４号様式）を電子メールで提出することとし、これ以

外の方法による提出は認めない。なお、件名は「武蔵村山市人材育成基本方針策定支援
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業務委託（質問書）」とし、電子メール送信後に事務局に対して受信確認の電話連絡を

すること。 

 ⑷ 提出先 

   総務部職員課人材育成係（メールアドレス及び電話番号は、「１７ 事務局」に記載） 

 ⑸ 回答 

   質問に対する回答は、令和８年５月２１日（木）に市ホームページ上で公開する。 

   なお、追加の質問（回答の内容に関するものを含む。）には応じない。 

 

１０ 企画提案書等の提出 

  一次審査において、参加資格を有することを確認された事業者のみが対象となる。 

 ⑴ 提出書類（以下「企画提案書等」という。） 

   簡易なファイルに次の順序でつづり、提出すること。 

項番 名称 様式、注意事項等 

１ 企画提案書等（表紙） 

【第５号様式】 

●実印（使用印の登録がある場合は使用印）を押印

すること。 

２ 会社概要 

【任意様式】 

●審査基準を確認した上で会社概要、経営状況（貸

借対照表）等の情報を示すこと。既存のパンフレッ

ト等でも可 

３ 業務実績書 

【第２号様式】 

●当市又は当市と同規模以上の地方公共団体に同種

のサービスを提供した実績を記載すること。 

●一次審査時に提出したものと同一のものとするこ

と（人材育成基本方針策定支援業務ついては、公表

が可能な場合のみ支援後に策定された人材育成基本

方針を見本として添付すること）。 

４ 業務体制表 【第６号様式】 

５ 業務工程表 

【任意様式】 

●年度ごとの業務工程をＡ３用紙１枚程度で具体的

に示すこと。 

●当市と事業者との分担を明示すること。 

６ 企画提案書 

【任意様式】 

●仕様書に記載された全ての業務内容について具体

的に記載すること。なお、独自提案がある場合は、区

別して最後に記載すること。 
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●独自提案として記載するものは見積金額内で対応

可能なもののみとすること（やむを得ず別途費用が

必要な内容を記載する場合は、有償である旨を明記

すること）。 

●体裁をＡ４横書き、両面印刷とすること。ただし、

一部をＡ３片面折込みとすることも認める。 

●１５ページ以内で作成すること。なお、Ａ３を使

用した場合は、１ページにつきＡ４版２ページとし

てカウントする。 

７ 見積書 

【第７号様式及び任意様式】 

●見積書には、事業者の所在地、商号又は名称、代表

者肩書及び氏名を記載し、実印（使用印の登録があ

る場合は使用印）を押印すること。 

●任意様式により年度ごとの詳細な内訳を示すこと

（各作業に要する費用、その他の費用を列挙し、及

び小計を示した表を年度ごとに作成すること。）。 

●業務遂行に必要な費用を全て示すこと。提出後の

追加、変更等は認めない。 

●各年度における見積限度額（消費税及び地方消費

税を含む。）の範囲内とすること。超えた場合は失格

とする。 

 ⑵ 提出期限 

   令和８年６月１２日（金）午後５時 

 ⑶ 提出部数 

  ア 正本：１部 副本：７部 

  イ 電子データ（提出書類一式） 

 ⑷ 提出方法 

   持参又は郵送（郵送の場合は、配達や受取日時が証明できる方法に限り、提出期限ま

でに必着のこと。 ） 

   電子データについては、原則としてＣＤ－Ｒ、ＵＳＢ等を書類に同封して提出するこ

と。ただし、容量が大きくない場合は、メール、インターネット上でのダウンロード等

の方法によることも認めるので、希望する場合は事前に確認すること。 

 ⑸ 提出先 

   総務部職員課人材育成係（所在地等は、「１７ 事務局」に記載） 

 ⑹ 提出する際の留意点 

  ア 企画提案書等は１事業者につき１案とし、提出後の修正、追加、差し替え等は認め
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ない。ただし、審査委員会から要請があった場合は、この限りでない。 

  イ 正確かつ簡潔な内容とし、提出が求められていない資料を添付するなど過大なも

のとならないよう留意すること。 

  ウ 「１２ 審査基準」及び「１５ 失格事項」を確認した上で作成すること。 

１１ 二次審査（プレゼンテーション） 

 ⑴ 二次審査は、事業者によるプレゼンテーション及び審査委員会委員（委員長を含む。）

６人による質疑により実施する。 

 ⑵ プロポーザル審査の流れは、次のとおりとする。 

  ア 委員は、「１２ 審査基準」に定めるところより、企業評価及び業務内容評価を行

い、採点する。 

  イ 企業評価及び業務内容評価は、７５点を最高点とする。 

  ウ 各委員の企業評価及び業務内容評価の平均点に価格評価の点数を加えたものを評

価点とする。 

  エ 評価点は、１００点を最高点とする。 

  オ 最も高い評価点を得た事業者を優先契約交渉事業者とする。 

  カ 最も高い評価点を得た事業者が２者以上あるときは、当該者のうち業務内容評価

の点数が最も高かった事業者（当該事業者が２者以上あるときは、企業評価の点数が

最も高かった事業者）を優先契約交渉事業者とする。それでもなお優先契約交渉事業

者を選定できないときは、審査委員会の委員６人による多数決で得票数が多かった

事業者（同数となったときは、委員長が投票した事業者）を優先契約交渉事業者とす

る。 

  キ 提案事業者が１者のみとなった場合でも審査を行い、その評価点が５０点以上で

あるときは、優先契約交渉事業者として選定する。 

 ⑶ 二次審査に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。 

  ア 審査は、原則として企画提案書等の受付順で個別に行い、非公開とする。 

  イ 実施時間は、１事業者につき４５分以内（原則として、プレゼンテーション３０分

以内、質疑応答１５分以内）とする。 

  ウ 業務を受託した際に担当する者が主としてプレゼンテーションを行うこと。また、

プレゼンテーションへの参加は４人以内とすること。 

  エ プレゼンテーションは、提出した企画提案書等を基に行うこととし、追加提案や追

加資料の配布は認めない。 

  オ パソコン及びプロジェクターを使用する場合、パソコン、プロジェクター、コード

等、必要な機器等については事業者が持参すること。ただし、スクリーンについては、

市が用意することも可能なので、必要な場合は事前に相談すること。 

 ⑷ 日時 

   令和８年６月１８日（木）から２２日（月）までの間に実施する。時間等の詳細につ
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いては、別途通知する。 

 ⑸ 場所 

   武蔵村山市役所内会議室 

  

１２ 審査基準 

  審査基準は、別表のとおりとする。 

 

１３ 審査結果 

  審査の結果は、６月下旬頃に二次審査（プレゼンテーション）を受けた全事業者に対し

て、プロポーザル審査結果通知書（第８号様式）を電子メールで送付することにより通知

する。 

 

１４ 契約 

 ⑴ 市は、優先契約交渉事業者と契約締結に向けた協議を行い、その後に見積徴収を含め

た契約手続を経て契約を締結することとする。ただし、協議が調わなかった場合や優先

契約交渉事業者が辞退した等の場合は、次点の事業者との協議に移るものとする。 

 ⑵ 契約金額 

   契約金額は、優先契約交渉事業者から提出された見積額を超えない額とする。 

 ⑶ 契約内容 

   企画提案書に記載された内容は、契約後に追加費用なしで実施されるものとする。 

 

１５ 失格事項 

  事業者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

 ⑴ 「５ 参加資格」に記載された要件を満たさない場合。公示の日から契約締結日まで

に上記の要件を満たさなくなった場合も同様とする。 

 ⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

 ⑶ 実施要領等で示された提出期限、提出場所、作成方法、提出方法等の条件に適合しな

い書類の提出があった場合 

 ⑷ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 ⑸ プレゼンテーション及び質疑に応じなかった場合 

 ⑹ 見積額が、「２ 予算」に記載された見積限度額を超過した場合 

 

１６ その他 

 ⑴ 提出された全ての書類は、返却しない。 

 ⑵ 提出後の書類の差し替え、追加及び削除は認めない。ただし、審査委員会から要請が

あった場合はこの限りでない。 
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 ⑶ 本プロポーザルへの参加に要する一切の費用は、事業者の負担とする。 

 ⑷ 参加申込後に「１５ 失格事項」各号のいずれかに該当することが明らかになったと

き又はやむを得ない理由により参加を辞退することになったときは、速やかに書面（任

意様式）により、事務局へ申し出ること。 

 ⑸ 本プロポーザルは、優先契約交渉事業者を決定することを目的に実施するものであ

り、優先契約交渉事業者決定後に、契約締結に向けた協議をした上で契約手続を行う。 

 ⑹ 市は、武蔵村山市情報公開条例（平成１８年武蔵村山市条例第２０号）第６条に基づ

く公文書の開示の請求があった場合、同条例第８条各号のいずれかに該当する情報を

除き、提出された書類を第三者に開示する。なお、企画提案書等に記載された情報が同

条例第８条各号に該当するかについては、原則として同条例第１３条第１項の意見照

会を踏まえて判断する。 

 

１７ 事務局 

   〒２０８－８５０１ 

   東京都武蔵村山市本町一丁目１番地の１ 

   武蔵村山市総務部職員課人材育成係 菅原 

   電 話：０４２－５６５－１１１１（内線３４５） 

   ＦＡＸ：０４２－５６３－０７９３ 

   メールアドレス：jinzaiikusei@city.musashimurayama.lg.jp 



審査基準（１２関係） 別表

審査項目 審査対象 審査対象 詳細・着眼点 配点

企業評価 経営規模の妥当性 経営規模の妥当性 資本金及び売上高、純資産等に問題はないか。 5

同種業務の実績 同種業務の実績
事業者として令和３年度以降（過去５年）、国、地方公共団体
において、人材育成基本方針策定支援業務及びエンゲージメン
ト調査の類似業務に関する実績を有するか。

5

業務内容評価 業務実施体制 業務実施体制

実務担当者の経験が豊富で、本業務実施に当たって十分な能
力、資格等を有しているか。
（特に、地方自治体の人事施策等の現況及び将来の課題に関す
る知識がエンゲージメント調査結果より抽出した課題に対する
解決策を検討する上で求められる。各分野の専門知識を有して
いるか。）

5

支援体制について実施体制及び管理責任者が明確にされてお
り、適切な人員配置がされているか。

5

業務実施工程 業務実施工程

・適切な業務工程が具体的に提案され、また、それが実現可能
であるか。令和８年度から９年度までの詳細なスケジュールが
適切に記載されているか。
・市との役割分担が明確かつ具体的で、市の負担軽減となるよ
うな工夫が提案されているか。

5

全般的事項 全般的事項 仕様書の必須事項に係る提案が全て具体的になされているか。 5

エンゲージメント調
査

調査方法
回答率の向上を考慮した手法を採用しているか。
また、向上に向けたフォローアップ方法が提案されているか。

5

エンゲージメント調
査結果分析及び報告

分析方法 分析手法や調査結果の確認方法等が具体的に示されているか。 5

現状の把握
既存の基本方針や関連する計画等の内容を十分に把握し、市と
しての課題を明確に捉えられているか。

5

国の指針及び本市の仕様書を理解した上での提案が明確になさ
れているか。また、それらにより記載が求められている様々な
項目についての検討方法や、計画を策定していく上での具体的
な手法が示されているか。

5

他の地方自治体における先進的かつ成果が確認されている取組
事項を踏まえた具体的な考え方や手法が示されているか。

5

独自提案 独自提案
本業務を実施する上で、仕様書にはない本市に有益となる独創
的な提案がなされているか。また、それが実現可能であるか。

10

ヒアリングへの応答は明確で、誠意のあるものか。 5

本業務に対する取り組み意欲が高く、熱意が感じられるか。 5

合　　計 75

価　　格
本業務実施に係る見
積書の妥当性

本業務実施に係る見積書の妥
当性

見積額（税込）は、企画提案内容を勘案して妥当であるか。 25

基本方針策定支援

基本方針の具体化

プレゼンテーション
及び企画提案書全般

プレゼンテーション及び企画
提案書全般



第１号様式 

   年   月   日  

 

 武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託 

   プロポーザル審査委員会委員長 殿 

 

所   在   地                      

商 号 又 は 名 称                      

代表者肩書・氏名                    ○印 

 

 

参加申込書 

 

 

武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託プロポーザルに参加したいので、下記の

とおり申し込みます。 

 

 

記 

 

 

１ 件  名 武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託 

 

 

２ 添付書類 

 ⑴ 東京電子自治体共同運営電子調達サービスによる本市の物品買入れ等競争入札参加

資格審査受付票の写し         １部 

 ⑵ 印鑑証明書（発行後３月以内のもの） １部 

 ⑶ 業務実績書（第２号様式）      １部 

 

 

  



（裏  面） 

 

本件の参加申込書に関する問合せ等の担当部署は、次のとおりです。 

 

 

 

商号又は名称                                      

 

部  署  名                                      

 

職     名                                      

 

（フリガナ） 

氏     名                                      

 

電 話 番 号                                      

 

ファクス番号                                      

 

メールアドレス                                      



第２号様式 

業 務 実 績 書 

 

 

事業者名                        

 

【本業務と同種のサービスの提供実績】 

No. 発注者 契約件名 契約期間 業務概要 

１    

～ 

 

２    

～ 

 

３    

～ 

 

４    

～ 

 

５    

～ 

 

※ 令和３年度以降に受託した本業務と同種のサービスの提供実績を記載すること。 

※ 記載する実績は、５件を上限とする。 

※ 人材育成基本方針策定支援業務については、公表が可能な場合のみ支援後に策定され

た人材育成基本方針を見本として添付すること。 



第３号様式 

  年  月  日  

 

        様 

 

武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託   

   プロポーザル審査委員会 委員長   

   

 

 

 

参加資格審査結果通知書 

 

 

武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託プロポーザルに係る一次審査（参加資格

審査）の結果について、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 参加資格を満たしていることを確認し、次のとおり受け付けました。 

 

 ⑴ 受 付 日     年  月  日 

 

 ⑵ 受付番号 第     号 

 

２ 参加資格を満たしていません。 

  （理由：                              ） 

  （説明を求めることができる期間：通知日から令和８年 月 日まで） 

 



第４号様式 

  年  月  日  

 

 武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託 

   プロポーザル審査委員会委員長 殿 

 

   事 業 者 名                   

担 当 者 名                   

電 話 番 号                   

メールアドレス                   

 

 

質 問 書 

 

 

武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託プロポーザルに関し、次のとおり質問し

ます。 

 

番号 該当箇所 質問内容 

１   

２   

３   

４   

５   

 

【質問要領】 

１ 質問内容を本様式に記載し、電子メールにより提出すること。なお、電子メールの件名

は、「【事業者名】武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託（質問書）」とすること。 

２ 枠が不足する場合は、適宜追加して記載すること。 

３ 「該当箇所」の欄には、質問したい事項が記載された書類、ページ番号、項番等を記

載すること。 

（例：実施要領１ページ １の⑵） 

４ 「質問内容」の欄には、質問したい内容を簡潔かつ明快に記載すること。 



第５号様式 

年  月  日  

 

 武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託 

   プロポーザル審査委員会委員長 殿 

 

所 在 地                     

商 号 又 は 名 称                     

代表者肩書・氏名                   ○印 

 

企 画 提 案 書 等 

 

武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託プロポーザル実施要領に基づき、次のと

おり企画提案書等を提出します。なお、提出書類の全ての記載事項に相違ないことを誓約

します。 

 

【提出書類】 

１ 表紙    【本紙】 

２ 会社概要  【任意様式】 

３ 業務実績書 【第２号様式】 

４ 業務体制表 【第６号様式】 

５ 業務工程表 【任意様式】 

６ 企画提案書 【任意様式】 

７ 見積書   【第７号様式及び任意様式】 

 

本件の企画提案書等に関する問合せ等の担当部署及び担当者 

担 当 部 署  

役 職 ・ 氏 名   

住 所 
〒 

電 話 番 号  

ファクス番号   

メールアドレス  

 



第６号様式 

業 務 体 制 表 

 

事業者名               

 

役割 所属部署・役職・氏名 
実務経験年数・

保有資格 

本業務において担当する 

業務内容 

主任 

技術者 

所属部署 

  

役職 

  

氏名 

  

実務経験年数 

      年 

保有資格 

・ 

・ 

 

担当者

１ 

所属部署 

  

役職 

  

氏名 

  

実務経験年数 

      年 

保有資格 

・ 

・ 

 

担当者

２ 

所属部署 

  

役職 

  

氏名 

  

実務経験年数 

      年 

保有資格 

・ 

・ 

 

担当者

３ 

所属部署 

  

役職 

  

氏名 

  

実務経験年数 

      年 

保有資格 

・ 

・ 

 

※ 配置を予定している者を全員記入すること。 

※ 記入欄が不足する場合は、適宜追加して記載すること。 

 



第７号様式 

   年   月   日  

 

武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託 

   プロポーザル審査委員会委員長 殿 

 

所   在   地                   

商 号 又 は 名 称                   

代表者肩書・氏名                   

 

 

 

見 積 書 

 

 

武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託について、次のとおり見積もります。 

 

      見積金額 

 千 百 十 万 千 百 十 円 

￥         
（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

 

※ 年度ごとの詳細な内訳については、別紙のとおり 



第８号様式 

  年  月  日  

 

 

 

武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託   

   プロポーザル審査委員会 委員長   

 

 

プロポーザル審査結果通知書 

 

 

武蔵村山市人材育成基本方針策定支援業務委託プロポーザルに係る二次審査の結果につ

いて、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 貴社の企画提案を採用します。 

 

 

２ 次の理由により、貴社の企画提案は採用されませんでした。 

  （理由：                                 ） 

  （説明を求めることができる期間：通知日から令和８年 月 日まで） 

 


